
　９－１　課 税 状 況　　　　　

税 額 数 量 税 額

千円 　　　　 　kl        　千円 

－ 371,749 47,765,490

－ 2,708 214,328

甲 類 10,337 36,163 9,092,047

し ょ う ち ゅ う 乙 類 115 13,558 3,200,561

計 10,452 49,722 12,292,608

－ 43,251 906,389

－ 844,497 187,439,913

果 実 酒 8,709 3,830 249,051

果 実 酒 類 甘 味 果 実 酒 220 1,115 132,760

計 8,929 4,945 381,811

ウ イ ス キ ー 574 10,383 3,912,517

ウ イ ス キ ー 類 ブ ラ ン デ ー － 2,587 1,021,634

計 574 12,970 4,934,151

ス ピ リ ッ ツ 820,346 12,254 1,365,011

ス ピ リ ッ ツ 類 原料用アルコール － 67 63,010

計 820,346 12,322 1,428,021

9,908,449 136,852 11,923,485

発 泡 酒 － 498,194 66,926,499

雑 酒 粉 末 酒

そ の 他 の 雑 酒

計 3,377,251 547,241 70,329,479

14,126,000 2,026,255 337,615,675

　（単位　kl）

年 度 清 酒 そ の 他 計

　　　 12 473,729 513,995 2,235,465

　　　 13 454,066 663,380 2,227,746

　　　 14 423,830 694,852 2,101,761

　　　 15 395,520 676,467 1,986,053

　　　 16 353,101 718,659 1,956,785

3,377,251 49,047 3,402,980

    （注）１  「特定税率適用」欄は、酒税法第22条第３項（アルコール分が13度未満のもの（発泡性を有するものに限る。)に対する税率）該当
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ウ イ ス キ ー 類合 成 清 酒 しょうち ゅう ビ ー ル

1,056,448 18,672

3,941 30,372 1,191,665

2,069 40,366 857,192 14,439

合 成 清 酒

調査対象等 ：  平成16年４月１日から平成17年３月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成17年４月30日までの申告又は処理に

             よる課税事績を示したものである。　　　

15,5601,737 37,394 928,388

21,763

1,862 33,318

清 酒 371,749 47,765,490 － 

課 税

特 定 税 率 適 用 計

            kl 千円             kl

一 般 税 率 適 用

数 量 税 額 数 量

48,844

リ キ ュ ー ル 類

合                             計 1,841,961 323,489,675

498,194 66,926,499 － 

12,050 2,015,036

   　　税額の控除等を示す。　　　

     　のものを示す。　　　

          ２  「酒税法第30条第１項、第２項及び第３項」欄は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合の酒

　９－２　課税数量の累年比較　　　　　

 （注）  この表は、「９－１　課税状況」の「課税実数」欄を累年比較したものである。　 

2,697 48,302 821,531 12,495


